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〈新年のご挨拶〉

「労働の未来を切り開く」

連合総研理事長 芦田甚之助

新年あけましておめでとうございます。皆様にはご家族ともども、新たな希望と目標をもって佳いお年

をお迎えのことと存じます。

今年は連合総研にとりまして満１０周年の節目の年となります。私個人にとりましては、昨年５月山田

精吾前理事長から思いがけない形でその責務を引き継いで以来２年目ということになりますが、「社会

正義に立ち、何のために、誰のために－－その理念を明らかにすること、そして、各界で議論し、実現

にむけて挑戦していくこと」という遺志を踏まえてさらに継承・発展させていくことの大切と難しさを

痛感しております。

顧みますと連合総研ではこれまで、中村卓彦初代理事長、山田前理事長のもと、佐々木孝男さん、高橋

毅夫さんという歴代所長（いずれも故人となられましたが）および現所長の栗林世さんを中心に、幾多

の研究テーマを取り上げ、勤労者の立場から社会的理念・ビジョンの構築に努力してまいりました。こ

うした蓄積の上に立って昨年は、恒例の「経済情勢分析」に加え、「労働法制」「教育改革」「地方福

祉」「財政改革」「労働の未来」「非営利組織」等のテーマでの研究を推進し、その公表の一環として

秋には国際教育シンポジウムや経済情勢フォーラムを開催することができました。

本年は、グローバル化する経済の中で、国民生活と社会的連帯をめぐる諸課題について検討をしてまい

りたいと存じます。一昨年、シュルテＤＧＢ会長との定期協議の際に、２１世紀における労働組合の可

能性と進路について相互に意見交換を行うこととなり、その一環として今月、ＤＧＢ代表団を連合に迎

えることとなりました。連合総研はこうした問題を「労働の未来」委員会で研究してまいりましたが、

さらにアジアとの関係について新たに研究プロジェクトを発足させ、総合的な検討を深めていきたいと
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考えております。市場経済化の大きな流れのなかで、国内外の社会的な連帯を求めていくことこそ、２

１世紀には重要な課題になろうと思います。

また昨年は前理事長の構想の一つでありました研究環境・施設の充実にむけ、新事務所への移転を実施

するとともに、情報ＯＡ化等を一層推進することもできました。この連合総研レポート『ＤＩＯ』に

は、貴重な資料（ＤＡＴＡ）と情報（ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ）、意見（ＯＰＩＮＩＯＮ）が詰まって

います。これを、もっと各構成組織・組合員に利用しやすい形とするために、電子ネットワークの活用

や見解・議論の場の提供などについても検討を進めていきたいと存じます。「ゆとり、豊かさ、公正」

の実現という連合の結集軸を改めて再認識し、社会的理解と納得の得られる理念・提言を探究するとと

もに、その成果の普及に努め、国内外のさまざまな活動をしている人々に組織体に対するオピニオン発

信基地としての機能を強化していきたいと思います。

私は、図らずも、運動体である連合の会長と、研究機関である連合総研の理事長を兼ねることになりま

した。このことは、２１世紀の連合の在り方・戦略的展開の中に、連合総研の次なる１０年の構想力を

活かすことに、すなわち理論と実践を有機的に結合していくための基盤・仕組みを整えていくという使

命を象徴するものではないかと考えております。

幾多の試練に満ちた今世紀の教訓をふまえ、失業問題や環境問題、大競争社会と社会的連帯などの多元

的に課題の処方箋を追求し、新たなる世紀を平和と人権の保障された質の高い世界としていくためのコ

ンセンサス形成も重要でありましょう。取り組むべき研究テーマはあまりにも多くかつ容易ならざる労

苦を伴う「しごと」であろうと思います。さらに加えて、そこで構想される社会ビジョンの実現に向け

て、具体的なアクション・プランに結び付け、労働の未来、産業社会の新たな地平を切り開いていくこ

とは、より一層大きな「力と政策」を必要とする壮大な事業であろうと存じます。

この壮大な事業は、組合員をはじめ、人々の熱意と力の結集なくしては実現は不可能であるとともに、

「自由と人権」という価値観・目標を共有している各国の働く仲間や労働組合との国際的な連帯がなけ

ればなりません。何度も繰り返して闘い取り、守り育て、保障していかなければ、多くの社会的弱者の

権利の犠牲の上に、一部の特権的地位にある者の利益拡大が行われるという、社会的退行の罠に陥るこ

とになることは明らかです。
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最後になりましたが、私はもとより所員一同、全力を挙げて取り組んでまいりますので、大学等研究機

関の先生・研究者の方々、ご厚誼戴いている諸団体・先輩諸氏、専門家の皆様、連合および各組織の組

合員の皆様などに、本年も変わらず御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、年頭のご挨

拶とさせて戴きます。

次に進む(視点)・目次に戻る・ＤＩＯ目次に戻る
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ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

〈視 点〉

「政策不況は避けられるか」

連合総研所長 栗林 世

９７年度の課題は、財政再建を目的として行われる財政赤字の縮小政策が民間需要による自律的回復を

阻害し、９８年度以降の経済成長に悪影響を与えないようにすることである。

バブルの破裂に端を発した今期の不況は、公式には、９３年１０月に底を打ち、景気は９６年１２月で

３８カ月の回復期間を経過していることになる。成長率は、９５年度からそれまで３年間続いた０％台

から２％台へと回復している。９５年度からの成長は、主として公共投資による景気刺激策や金融緩和

政策に支えられたものであった。９６年度は、上半期は公的需要主導型であるが、下半期からは公的需

要の伸びが鈍化しても、年度全体では２％台半ばの成長が期待される。問題は９７年度に民間需要主導

型の自律的回復が持続可能であろうか、ということである。消費税の３％から５％への引き上げ、社会

保険料率の引き上げ、特別減税の中止問題など財政再建に絡む政策のあり方がキーポイントになると思

われる。

先ず家計部門を見てみよう。民間最終消費は、９５年度には比較的高い増加率であった。９６年度は消

費税率引き上げの駆け込み需要もあり２％強の増加が見込まれる。しかし、９７年度は上半期に反動減

が予想される。消費性向の上昇が見込まれる要因がないだけに、実質可処分所得の増加がポイントとな

ろう。従って、２兆円の特別減税の中止と消費税率の引き上げは、大きな実質消費の抑制要因となろ

う。また、９６年度で高い増加率を示し、成長に貢献したものの一つは住宅投資である。低金利と地価

の低下などによる住宅価格の低下が主要な原因であるが、消費税率引き上げの駆け込み需要もかなり含

まれている。そのため、９７年度の住宅投資は減少することが予想される。このように、９７年度には

増税の直接・間接効果が家計部門にマイナスに働き、有効需要を抑制する方向に働く。
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次に、政府部門の公的需要についてみよう。財政再建のため、政府の経常支出は例年よりも増加率は低

くなり、公共事業は抑制され、実行ベースでは９６年度より低くなろう。したがって、公的需要は、全

体で横這いないしマイナスとなろう。

外需としての輸出は、円高が修正された現在の為替レートではある程度の増加が期待される。他方、輸

入は一時の円高の影響を受けた構造変化に伴う急増は一段落し、総需要に応じた増加を示そう。

こうした需要動向を受けて、バブル期の調整を終了し、約２年間に渡りなだらかな回復をしてきた設備

投資が今後どのような動向を示すかが「鍵」となる。９７年度は、これまでの円高修正、低金利の継

続、企業収益の改善などから９６年度よりは若干低い程度の伸び率は期待される。しかし、それ以降

は、将来の内需増加率の期待の低下により調整局面を迎えるか、輸出動向に依存した増加を続ける可能

性が高い。前者は景気後退への道であり、後者は輸出依存による成長でこれまでのような円高調整への

道である。

現在一般的に期待されているのは、規制緩和が設備投資を誘発する効果である。技術革新が進んでいる

通信や運輸、さらに流通部門での参入規制の撤廃・緩和についてはそうした効果が期待されよう。しか

し、基本的に重要なことは消費を中心とした国内需要が今後も堅調に推移していくであろうという期待

が形成されることである。そのためには、人々の実質可処分所得の持続的増加が期待されることであ

る。

雇用は景気に遅れるとはいえ、現在の３％台前半の失業率は歴史的に高い水準にある。雇用増加の内容

は非正規労働者に偏っている。若年層と高齢層で特に失業率が高い。

政府の累積赤字が維持不可能にならないようにすることは極めて重要である。しかし、財政赤字削減が

究極の目的化し、経済成長や経済安定が犠牲にされて高い失業率を招いては本末転倒であろう。

９７年度の政府予算案では、増税のみにより赤字を削減させようとしており、公共事業などの支出面で

の効率的な削減や再配分の努力が感じられない。各国の財政赤字削減の成功例は、増税よりは支出面で

の削減の方が多いことが知られている。例えば、特別減税の中止ではなく、支出面での削減を行うほう
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が中長期的によい影響があろう。

経済が２％以上の健全な成長を維持せずに、デフレ下で財政を再建することは極めて困難であろう。中

長期的に財政を再建するためにも、９７年度は２％以上の成長を確保し、これ以上に失業を悪化させる

ことなしに、マクロ・構造両方の政策により民間需要主導型の自律的回復につなげていくことが重要で

ある。政策不況は避けたいものである。

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー
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研究報告

新しい社会セクターの可能性 －ＮＰＯと労働組合－

この１０年ほどの間に世界各国において民間非営利組織（ＮＰＯ）が数多く組織され、福祉、環境、文

化、人権など様々な分野で大きな役割を果たすようになってきている。日本では阪神・淡路大震災を契

機として積極的なボランティア活動が展開され、この中で労働組合も大きな役割を果たしたのは記憶に

新しいところである。こうしたＮＰＯ活動に対する関心の高まりは決して一過性のものではなく、その

背景には大きな時代の流れがあると考えられる。

本委員会は、ＮＰＯ活動が今後ますます重要性を高めていくとの認識に立ち、①ＮＰＯ活動を円滑に運

営するための方策、②「ＮＰＯ活動」という観点からみた場合の労働組合及び関連団体の活動のあり方

について整理を行った。

報告書のポイント

１．ＮＰＯ活動の高まり

阪神・淡路大震災を契機に日本においてボランティア活動が大きくクローズアップされた。しかしそれ

は突然生じたことではなく、大きな流れがその背景としてあった。

欧米では「市場の失敗」、「政府の失敗」が契機となり、こうした活動が盛んになった。一方、日本で

は７０年代までは反公害、行政責任の追求など政治的な傾向が強い運動が盛んであった。しかしその後

「地方の時代」といわれるなかで「街おこし」、「村おこし」といった地域の活性化をめざした自治体

行政主導型の運動に比重が移った。１９９０年代に入るとそれまでの企業中心型社会に対する反省から
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「生活者重視の流れ」が生じ、企業も社会貢献活動に目を向けるようになった。ことに１９９５年１月

発生した阪神・淡路大震災に対するボランティア運動の興隆は人々にこうした活動の重要性を認識させ

た。また、今後到来する高齢化社会においてもその役割がますます高まるものと予想されている。さら

に国際化が進む中で、海外での社会活動支援を行うＮＧＯ（非政府部門）の役割も高まってきている。

２．ＮＰＯマネージメントの公準

ＮＰＯは、企業が「利益追求」という論理で組織され、政府が政治権力で組織されるのとは違ったある

種の価値観、理念を組織原理として持っている。また資源の調達先（寄付、公的助成金など）とサービ

スの提供先が必ずしも一致しないことから多様な関係者の利害を調整しながら運営しなければならない

といった問題をかかえている。

このためＮＰＯのマネージメントは営利組織とは違ったいくつかの課題（ＮＰＯマネージメントの公

準）が生じる。それは、第一にＮＰＯは個々人の私的な需要でなく、社会的なニーズ（必要）を的確に

とらえなければならないこと。第二にＮＰＯはこうしたサービスの社会的意義を社会に訴え、社会から

の支援を得なければならないこと。第三に社会目標が時とともに変化することから、ＮＰＯはその社会

目標の変化に常に的確に対応しなければならないこと。第四にＮＰＯはその目標達成に成功した後にお

いても組織成立の基本である社会的目標、価値観を組織の成員がもち続けられなければならないこと、

である。

こうした課題の多くは公共部門に求められる課題に近い。しかし、公共部門が権力あるいは権威により

組織の存続を担保されているのとは違って、ＮＰＯはこうしたものに依拠していないため運営上の困難

さを持っている。

ＮＰＯの運営に携わる者は、この４つの公準を常に念頭に活動しなければならない。

３．日本の非営利組織の問題点と改革の方向
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日本においてＮＰＯ活動は最近発達してきたとはいえ依然として他の先進諸国と比べ不十分な状況にあ

る。これは「制度化されたＮＰＯ＝公益法人」が監督官庁の「許可主義」の壁に守られ情報公開が進ま

ず、硬直的になる一方、「制度化されていないＮＰＯ」は十分な社会的認知が得られないことから本格

的な事業活動を展開することができない状況にあるといった理由の他、歴史的にみて明治維新後、市民

社会の着実な成長よりも「富国・強兵」という国家改革を優先した結果として社会の歪みがあること、

他の先進国においては市民公益活動の延長線上に「公共性」が生じたのに対し、日本の社会観の中では

「公」と「私」が分裂し、情報公開、分権化、人権擁護などが十分発達しなかったことなどが背景にあ

ると考えられる。このため今後日本においてＮＰＯ活動を活発化させるためには、ＮＰＯのマネージメ

ントやＮＰＯ間のネットワークを強化するのにあわせこうした面の是正も行っていく必要がある。こう

した観点から本委員会では法人格の取得と税制に関して以下のような改革を提言する。

ＮＰＯ活動についての政策提言

１．ＮＰＯの設立については許可制から登録制へ 

主務官庁による許可制度となっているＮＰＯ団体の設立については一定の要件（①非営利、②情報公

開、③実質的な活動等）を満たす場合には登録によって承認すること（「登録非営利法人」）。

２．公益法人の設立と税制上の優遇措置とを切離すこと

税制上の優遇措置を求める登録非営利法人は税務官庁に「情報の開示（ディスクロージャー）」を行う

ことを条件に「免税非営利法人」となる道を開くこと。

３．公益寄付金控除法人についてはより詳細なディスクロージャーを義務づけること

「免税非営利法人」の中で公益を目的とする非営利組織には、より詳細なディスクロージャーを義務づ
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けた上、税務官庁に届けることで、「公益寄付金控除法人」への昇格を認めること。

４．非営利組織の公益性を評価するシステムを整備すること

この場合、行政の恣意性を排除する方式を導入すること。 

５．一般寄付金について個人が寄付を行う場合にも一定の算式にしたがい損金扱いとする制度を導入す

ること 

６．法人と個人を含めての控除枠を国際的な水準にまで引き上げていくこと

４．ＮＰＯ活動からみた労働組合のあり方

労働組合は、そのメンバーシップ（組合員）の利益を擁護するための組織であり、メンバー同士が互い

に支え合う共益型のＮＰＯである。

戦後厳しい経済状況の下で労働組合は「生活保障賃金要求」を求め、その結果「年功賃金」体系の定着

や「退職金制度」、「長期雇用慣行」が普及した。しかしこうした企業内的生活保障システムは一方で

は「企業中心型社会」の基盤として機能し、生涯的な生活の保障があたかも企業内で「完結」するよう

な意識を組合員に植えつけ、組合員の社会活動に対する関心を失わせた。

しかし日本経済が発展する中、勤労者の福祉を増進するためには企業内の生活保障だけではなく、企業

の枠を越えた新たな合理的市民倫理を形成し、社会の「連帯」意識を高めなければならない状況となっ

てきている。

１９８９年連合が設立し、それに伴う中央レベルでの「ゆとり、豊かさ、社会的公正の実現」、「生活
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者重視」への政策目標の設定や地方における労働組合と市民公益活動の新たな接点を求める活動として

の「連合・市民ボランティア」などの窓口設置は、こうした時代の流れを的確につかんだものと評価で

きるものの、こうした動きは企業内の労働組合までには十分浸透していない。

今後の組合活動は、生活者の観点から市民公益活動を日常的に組み込んでいくこと、「市民的公共性」

の確立のための社会運動を中央、地方そして草の根レベルでつくりだしていくことが必要である。

５．ＮＰＯ活動からみた労働者自主福祉活動のあり方

労働金庫、全労済などの労働者自主福祉活動についてもＮＰＯのマネージメントの公準に視点をおいて

不断の見直しを行っていく必要がある。

労働金庫については、今後、個人ニーズの新たな広がりへの対応を図るとともに、高齢化に対応した労

働者の生涯生活設計と新しいライフスタイルに対応した新商品の開発を行っていく必要がある。また、

中小企業サービスセンターや自治体と連携をとりながら新たな融資サービス先を開拓していくこと、広

がりつつあるワーカーズ・コレクティブなどの新たな市民セクターとの連携や育成、ＮＰＯ新時代とも

いえる中で労働組合自身の自主金融機関として野心的な２１世紀像を組合員とともに描いていく必要が

ある。

全労済については、今後、民間保険のなどにくらべて少ない掛金で有利な共済ができる点を生かした商

品開発を進めていく必要がある。また介護共済など、これからの高齢社会のニーズに合った商品を開発

していく必要がある。

国際労働財団については、今後、単組、単産が行う様々なＮＧＯ活動の調整、ネットワーク化などを強

化していく必要がある。

中央労働福祉協議会については、組合員の有する生活上の課題である金融、保険、住宅、健康や介護・

医療、余暇、文化、スポーツ、旅行など各分野のサービスについて、それぞれ各団体が適切に提供でき

るよう振り分け、また、こうしたサービスを組合員のニーズに合わせ再編成していくことが必要であ
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る。

勤労者の生活の安定、生活の質の向上を目指した労働者自主福祉活動は、一面では地域的にも分散し、

非常に多様な勤労者のニーズを的確にとらえなければならないこと、職場のボランティア活動のエネル

ギーを引き出しうるような清新でかつ魅力的な事業を次々に作り出していかなければならないことなど

難しい課題がある。こうした課題に応えるためには、中央労働福祉協議会のような組織がネットワーク

を繋ぎ、総合的に調整していくことが必要であるが、より基本的には連合が全体としてリーダーシップ

をもって方向性を示していくことが必要である。

次に進む・目次に戻る・ＤＩＯ目次に戻る

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no99/dio.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/menu.htm
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研究報告

労働組合とボランティア活動に関する調査

連合総研では非営利組織研究会におけるＮＰＯやボランティア活動に関する研究の一環として「労働組

合とボランティア活動調査」と「ボランティア活動についての個人アンケート調査」の二つの調査を実

施した。

【調査のねらい】

神戸の大震災をきっかけに日本人のボランティア意識は変わったという。また、この大震災にあたって

労働組合はかつてない支援活動を展開した。こうした経験を経て、現在労働組合と組合員はどのような

ボランティア意識をもっているのか、またいかなる指向性をもっているのか、それを明らかにした。

【調査の方法】

労働組合調査は１１都府県の地方連合の協力を得て、その傘下の労働組合（単組・支部組合）を対象に

調査票を１，１００枚を配布、５８８枚の有効回答を得、有効回収率は５３．５％であった。個人調査

は同じく調査対象組合の組合員４，４００名に配布し、２，３１９名から回答が寄せられ、有効回収率

は５２．７％であった。調査時期はいずれも１９９５年１１月から１９９６年１月である。

【調査結果の要約】
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１．８割の人が神戸大震災の支援

阪神淡路大震災に際して何らかの支援救済活動に協力した人は８２％に達し、何もしなかった人は１

７％にしかすぎない。何をしたかというと、最も多いのが「お金のカンパや寄付」で９８％、支援救済

活動をした人のほとんどがこれをしている。現地のボランティアに参加した人は１３％もいるが、これ

には組合役員がかなり含まれているためで、一般組合員のボランティア参加率は３．４％である。

２．ボランティア活動に参加している人は３５％

その後日常的にボランティア活動へ参加しているか、その参加状況をみると「定期的に行っている」が

１１％、「都合がつけば行っている」が２４％で、合わせると３５％と三人に一人が何らかのボラン

ティア活動をしている。このボランティア参加率は年齢が高くなるほど高まる傾向にあり、４０歳代後

半になると４０％を越える。しかし、ボランティア団体に参加している人は２１％、運営に携わってい

る人となると１１％と低くなる。

３．募金・カンパが第一位

現在参加しているボランティア活動のベスト５は、①「募金チャリティー活動」（５６％）、②「町内

会・自治会など地域活動」（４８％）、③「体育・スポーツ・文化活動」（４７％）、④「自然環境保

護」（４４％）、⑤「青少年・子どもの育成活動」（３５％）である。このうち労働組合の呼びかけが

参加のきっかけになったのは「募金チャリティー」と「環境保護」の二つである。

４．出世よりボランティア

この調査では、１２項目の生活関心領域を取り上げ、その中でボランティア活動がどの程度の関心領域
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であるかを探った。その結果、関心の高い領域は「趣味や教養を身につける」、「微力でも人の役に立

ちたい」、「住みよい、暮らしやすい街づくり」といった項目で、「国際交流や貢献」、「組織のなか

で昇進すること」などは関心が低い。ちなみに「ボランティア活動への参加」はちょうど中間の領域に

なっている。

ここで注目すべきは「組織のなかで昇進していく」ことに関心がある人が４４．２％であるのに対して

「ボランティア活動への参加」に関心のある人の方が５５．４％と高く、出世よりボランティアに関心

が高いことである。こうした意識は、昨今のサラリーマンの一般的な雰囲気を反映したものといえよ

う。

５．「ボランティアをしたい」８３％

ボランティア活動の将来について、「今後ボランティア活動を行いたい人」は８３％と高い。現在ボラ

ンティア活動に参加している人は３５％であるから、その差４８．６ポイントは、今後ボランティア活

動への参加者の裾野の広がりを予想させるものである。

６．労働組合も変わった

こうしたなかで、労働組合もボランティアをめぐって変化が起こりつつあることが分かった。

第一は、神戸の大震災を契機に労働組合も変わった。震災に対してボランティア活動をした組合は８

６％に達し、なにもしなかった組合は１４％にとどまった。同時に大震災をきっかけに３分の２の組合

がボランティアに対する見方を「変えた」ことを認めており、とくに１，０００人以上の大企業組合で

は８割が「変えた」とし、認識をあらためている。

７．組合はきっかけづくり
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